
 

声 明 韓国憲法裁判所・憲法訴願 8/31決定について 

2021 年８月 31 日

 同進会 副会長 朴 來 洪 

｢同進会｣を応援する会 代表 内海愛子 

本日、韓国の憲法裁判所が 2014年 10月 14日に故･李鶴来｢同進会｣会長、故･姜道元｢韓国同進会｣

会長ら 10人が請求人となって起こした憲法訴願(提訴)に対する決定を言い渡しました。 

ソウルの代理人からの報告では、憲法裁判所は請求人の訴えを退け、韓国人元ＢＣ級戦犯者問題

に関する韓国政府の積年の不作為は大韓民国憲法違反には該当しないと判断したとのことです。 

極めて残念な判断であり、この決定を下した憲法裁判所を批判せざるを得ません。 

決定理由など決定全文をまだ入手していませんので、詳細な評価はできませんが、請求人と代理

人･弁護団は、複雑な問題を条理にもとづいて整理し、一貫して正当な解決を要求してきました。 

提訴時にも強調しましたが、1952 年の日韓会談予備会談(第 29回 韓僑法的地位分科委員会)で、Ｂ

Ｃ級戦犯者問題は日韓会談の議題の対象外とされ、棚上げされたまま外交的に放置されてきました。 

ＢＣ級戦犯者らの軍事裁判は 1945年から 1949年にかけて行われたため、1948年に成立したばか

りの大韓民国政府にとっては与り知らぬ事案だったかも知れません。しかし、1952年サンフランシ

スコ講和条約発効後に、韓国籍となり、1957 年まで巣鴨刑務所に留め置かれた韓国人元戦犯らを、

被告･韓国政府はもっと早く人道的立場からも庇護･救済･支援すべきであったという訴えは、誰が

考えても当然のことです。 

請求人や私たちが、ＢＣ級戦犯者問題が 1952 年の日韓会談予備会談で交渉が棚上げされたこと

を初めて知ったのは、2005年に韓国政府が公開した日韓会談議事録によってでした。53年を経て、

驚きの事実でした。議題の対象から外して先送りしたのであれば、1965年日韓会談妥結･終了後に、

すみやかにＢＣ級戦犯者問題についての外交交渉が当然行われるべきでした。 

2021年の今日まで、ＢＣ級戦犯者問題の解決を日韓の外交交渉で正式に提起してことなかったこ

とは、韓国政府･外交部の「不作為」であり「責務放棄」です。 

今回、憲法裁判所がその事実を認定せず、「違憲」と認めなかったことは、歴史的な誤判です。

韓国政府の不作為によって請願人らが受けた不利益を率直に認め、正義を回復し、請願人(原告)に

対してだけでなく、広く人道･人権の確立に寄与すべきでした。 

すでに日本の国会では立法による解決策が用意されています。日韓両国政府も日本の立法解決案

を支持し、協力してすみやかな成立を図ることが強く望まれます。 

それにしても、この決定を導き出すのに、なぜ７年近くも

の時間を要したのか？ 疑問を感じます。請求人の中から李

鶴来｢同進会｣会長、姜道元｢韓国同進会｣会長、朴一濬同理事

がこの２年半の間にあいついで他界されました。亡くなられた方々

の思いを胸に刻み、立法を求める運動に力を尽くします。 

8.31.記者会見、参議院議員会館




